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・対象期間：令和 5 事業年度（令和 5 年４月１日から令和 6 年３月３１日まで） 

・賃金：基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、非課税通勤手当を除く。 

・正規雇用者：常勤職員 

・非正規雇用者：嘱託員、臨時職員、再雇用職員 

・職員数：526 名（令和 6 年 3 月 31 日時点）正規雇用者 457 名 【女性】313 名 【男性】144 名 

非正規雇用者  69 名 【女性】 63 名 【男性】 6 名 

・平均年齢：39.33 歳（令和 6 年 3 月 31 日時点） 【女性】38.41 歳 【男性】41.63 歳 

・その他の情報公開対象事項 

 

・補足説明 

 男女の賃金の差異が生じている主要因は、男性正規労働者に占める男性医師職員の割合が 32.0％（女

性医師率 4.8％）と高く、男性の平均賃金を引き上げている結果、大きな差異が生じている。また、医師

職を除いた男女の賃金の差異は 85.0％と男女間に大きな差異はなく、平均年齢、育児短時間勤務利用者

の割合及び管理職に占める女性労働者の割合等の影響が考えられる。 

その他、管理職に占める女性労働者の割合は 34.0％であるが、計画的登用の推進等により目標値 42.2％

の達成を目指している。 

 

・当院の取り組み等 

 女性がより活躍しやすい職場の醸成および仕事と育児の両立支援のため育児短時間勤務制度を導入し

ている。また、育児短時間勤務制度の期限を法律で定められた「3 歳未満まで」から「小学校就学の始期

に達するまで」（常勤職員のみ）としている。その他、院内保育所の設置や育児休業者に向けた「育休通

信」を発行するなどの取り組みを行っている。 

 男女の賃金の差異 

男性の賃金に対する女性の賃金の割合 

全労働者 61.3％ 

 正規雇用者 66.1％ 

 非正規雇用者 85.2％ 

対象事項 全労働者 正規雇用者 非正規雇用者 

①採用した労働者における女性労働者の割合（令和 5 年度実績） 68.7％ 62.7％ 87.5％ 

②管理職に占める女性労働者の割合（令和 6 年 3 月 31 日時点） 34.0％ - - 

③男女の平均勤続年数の差異（令和 6 年 3 月 31 日時点） 

 平均勤続年数（実績）女性：10 年 3 か月、男性：9 年 2 か月 

111.9％ 122.5％ 136.6％ 


